
哲
康
に
お
け
る

「
至
人
」

に
つ
い
て

は
じ
め
に

三
国
時
代
の
貌
王
朝
で
は
、
二
四

O
年
の
斉
王
曹
芳
の
即
位
以
降
、

1
幼
主
を
補
佐
す
る
権
臣
遠
の
争
い
が
激
し
く
な
り
、
二
四
九
年
に
は

日
政
変
に
よ
り
政
治
の
実
権
が
曹
氏
集
団
か
ら
司
馬
氏
集
団
へ
と
移

川
り
、
二
六
五
年
に
は
晋
王
朝
が
樹
立
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
う
し
た
時

百
代
に
後
に
「
竹
林
七
賢
」
と
呼
ば
れ
る
個
性
的
な
知
識
人
達
が
続
々

J

と
現
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
特
に
院
籍
つ
二

O

二
六
三
)
と
哲
康

互
(
二
二
四
|
二
六
三
)
は
そ
の
白
眉
と
目
さ
れ
、
こ
の
時
期
の
思
想
を

「る
解
明
す
る
上
で
重
要
な
鍵
を
握
る
人
物
で
あ
る
。
執
筆
目
的
な
ど
に

附
よ
っ
て
様
々
な
様
相
を
呈
す
る
た
め
、
院
籍
の
作
品
は
晦
渋
難
解
さ

況
で
よ
く
知
ら
れ
る
。
彼
の
思
想
は
ひ
と
ま
ず
「
大
人
」
を
核
心
と
し

(1) 

劉
た
上
で
他
の
要
素
も
含
め
て
展
開
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
欝
康
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
筆
者
は
智
康
の

l

思
想
に
つ
い
て
、
理
想
の
為
政
者
聖
人
の
無
私
な
る
心
の
在
り
方
を

簡

暁

花

指
摘
し
た
が
、
彼
が
理
想
と
し
た
人
物
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
必
ず

し
も
十
分
な
解
明
を
行
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
今
回
は
脅
康

に
お
け
る
理
想
的
人
物
|
「
至
人
」
ー
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す

る。
智
康
の
「
至
人
」
に
つ
い
て
、
従
来
の
見
解
は
主
と
し
て
次
の
二

通
り
で
あ
る
。
一
つ
は
、
智
康
の
思
想
に
は
前
後
の
時
期
的
差
異
が

あ
る
と
し
て
、
『
答
難
養
生
論
』
を
資
料
に
、
そ
の
前
期
に
見
ら
れ
る

「
至
人
」
は
名
教
と
自
然
を
調
和
し
た
人
物
と
し
、
そ
の
後
期
に
理
想

と
さ
れ
た
人
物
は
殆
ど
神
仙
人
物
に
近
い
も
の
と
す
む
。
も
う
一
つ

は
、
養
生
論
難
、
『
釈
私
論
』
、
『
明
胆
論
』
、
『
難
自
然
好
学
論
』
を
資

料
と
し
て
、
和
山
康
の
「
至
人
」
は
完
全
な
倫
理
的
資
質
を
具
有
し
つ

つ
、
ま
た
永
遠
の
生
を
具
現
し
た
神
仙
で
あ
る
と
す
む
。

と
こ
ろ
で
、
ま
ず
、
脅
康
の
政
治
思
想
が
前
後
一
貫
し
た
儒
道
折

衷
思
想
で
あ
る
と
す
る
筆
者
の
見
解
か
ら
す
る
と
、
所
謂
名
教
と
自

然
を
調
和
し
た
「
至
人
」
は
前
期
だ
け
で
は
な
く
、
後
期
に
も
見
ら
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れ
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
細
山
康
の
作
品
中
、
「
至
人
」
と
い
う
言
葉

は
何
も
『
養
生
論
』
、
『
釈
私
論
』
、
『
明
胆
論
』
、
『
難
自
然
好
学
論
』
に

し
か
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
実
は
『
琴
賦
』
、
『
卜
疑
』
、
『
太

師
銭
円
『
声
無
哀
楽
論
』
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
後
に
検
討
す
る

よ
う
に
、
そ
こ
で
の
「
至
人
」
は
必
ず
し
も
神
仙
で
は
な
い
。
さ
ら

に
、
駒
山
康
が
「
至
人
」
を
言
う
場
合
、
し
ば
し
ば
「
聖
人
」
と
と
も

に
考
え
ら
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
「
聖
人
」
は
作
品
中
で
特

に
否
定
さ
れ
る
存
在
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
「
至
人
」
を
検
討
す
る
に

当
た
っ
て
は
、
「
聖
人
」
に
も
一
考
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
郡
山
康
に
お
い
て
と
も
に
理
想
人
物
と
し
て
考
え
ら
れ
る
「
至
人
」

と
「
聖
人
」
と
は
果
た
し
て
如
何
な
る
も
の
な
の
か
、
ま
た
両
者
に

は
如
何
な
る
関
係
が
あ
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
、
改
め
て
検
討
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
強
康
の
各
作
品
に
現
れ
る
「
聖
人
」
と
「
至

人
」
を
そ
れ
ぞ
れ
考
察
し
、
そ
の
両
者
の
関
係
か
ら
彼
が
理
想
と
し

た
人
物
に
つ
い
て
考
幻
、
次
に
、
角
度
を
変
え
て
、
『
荘
子
』
に
お
け

る
「
至
人
」
を
考
察
し
、
脅
康
に
お
け
る
「
至
人
」
の
思
想
的
背
景

を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
話
康
に
お
け
る
「
聖
人
」
に
つ
い
て

騨
山
康
の
作
品
中
、
「
聖
人
」
は
『
声
無
哀
楽
論
』
に
六
カ
所
、
『
答

難
養
生
論
』
に
四
カ
所
、
「
卜
疑
』
に
一
カ
所
、
『
答
釈
難
宅
無
吉
凶

摂
生
論
』
に
一
カ
所
、
『
管
禁
論
』
に
「
二
聖
」
や
「
三
聖
」
と
し
て

見
え
る
三
カ
所
を
含
め
、
計
十
五
カ
所
見
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
『
管

{7-

禁
論
』
は
甘
露
一
元
年
に
作
ら
れ
た
こ
と
が
間
接
的
に
推
測
さ
れ
る
が
、

そ
れ
以
外
の
作
品
の
作
成
時
期
は
、
決
定
的
な
証
拠
が
な
く
、
確
定

で
き
な
い
。
以
下
、
行
論
の
便
宜
上
、
「
聖
人
」
、
「
至
人
」
の
両
方
が

見
ら
れ
る
『
答
難
養
生
論
』
と
『
卜
疑
』
か
ら
検
討
し
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
養
生
を
め
ぐ
っ
て
「
聖
人
」
や
「
至
人
」
の
在
り
方
が
論
じ

ら
れ
る
『
答
難
養
生
論
』
か
ら
見
ょ
う
。

弁
論
の
相
手
向
秀
が
『
易
』
の
伝
文
を
根
拠
に
、
「
夫
れ
天
地
の
大

徳
を
生
と
日
い
、
聖
人
の
大
宝
を
位
と
日
い
、
崇
高
な
る
も
の
は
富

貴
よ
り
大
な
る
も
の
莫
し
、
然
ら
ば
則
ち
富
貴
は
天
地
の
情
な
り
」

(
『
難
養
生
論
』
)
と
、
富
貴
の
欲
望
を
人
間
の
自
然
と
す
る
の
に
対
し

て
、
制
山
康
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

且
聖
人
宝
位
、
以
富
貴
為
崇
高
者
、
蓋
謂
人
君
寅
為
天
子
、
富

有
四
海
。
民
不
可
無
主
而
存
、
主
不
能
無
尊
市
立
。
故
為
天
下

而
尊
君
位
、
不
為
一
人
市
重
富
貴
也
。
又
日
富
与
貴
是
人
之
所

欲
者
、
蓋
為
季
世
悪
貧
賎
、
而
好
富
貴
也
。
未
能
外
栄
華
而
安

貧
賎
、
且
抑
使
由
其
道
、
猶
不
争
不
可
令
、
故
許
其
心
競
、
中

庸
不
可
得
、
故
許
其
狂
調
、
此
俗
談
耳
、
不
一
盲
至
人
当
貧
富
貴

也
。
聖
人
不
得
己
而
臨
天
下
、
以
万
物
為
心
、
在
宥
群
生
、
由

身
以
道
、
与
天
下
同
於
自
得
。
穆
然
以
無
事
為
業
、
坦
爾
以
天



下
為
公
。
雄
居
君
位
、
饗
万
国
、
情
若
素
土
接
賓
客
也
。
雌
建

龍
腕
、
服
華
衰
、
忽
若
布
衣
之
在
身
。
故
君
臣
相
忘
於
上
、
蒸

民
家
足
於
下
。
宣
勧
百
姓
之
尊
己
、
割
天
下
以
自
私
、
以
富
貴

為
崇
高
、
心
欲
之
市
不
巳
哉
。
『
答
難
養
生
論
』

と
れ
に
よ
れ
ば
、
「
聖
人
」
が
地
位
や
富
貴
を
尊
ぶ
の
は
一
己
の
た

め
で
は
な
い
。
末
世
の
人
々
は
「
栄
撃
を
外
と
し
貧
賎
に
安
じ
る
」
こ

と
が
で
き
ず
富
貴
を
願
っ
て
互
い
に
争
う
。
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て

そ
の
欲
望
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
「
至
人
」
も
末
世
の
人
々
と
同
じ

も
の
を
求
め
る
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
も
そ
も
「
聖
人
」
は

や
む
を
得
ず
し
て
位
に
つ
き
な
が
ら
、
心
に
万
物
を
思
い
、
決
し
て

口
自
分
の
利
益
を
意
識
す
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
富
貴
や
名
利
は
、

口
わ
ざ
わ
ざ
求
め
て
得
ょ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
欲
望
や

同
意
識
が
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
前
提
で
そ
の
存
在
が
認
め

m
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
聖
人
は
や
む
を
得
ず
し
て
天
下
に
臨

」
む
」
云
云
か
ら
す
る
と
、
政
治
や
秩
序
に
は
君
主
が
無
為
、
無
私
で

亙
あ
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「る
こ
こ
で
、
「
聖
人
」
は
一
己
の
た
め
地
位
に
つ
き
、
富
貴
を
尊
ぶ
の

附
で
は
な
い
と
さ
れ
、
「
至
人
」
は
栄
華
富
貴
を
願
わ
な
い
と
さ
れ
る
が
、

に
そ
の
心
の
在
り
方
を
考
え
て
み
る
と
、
両
者
は
同
一
の
人
物
で
あ
ろ

問
う
。
前
後
の
文
脈
か
ら
見
て
も
、
「
至
人
」
は
「
聖
人
」
が
途
中
で
言

い
換
え
ら
れ
た
異
名
向
調
の
表
現
で
あ
り
、
と
も
に
富
貴
名
利
を
願

わ
な
い
無
私
な
人
物
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

3 

さ
ら
に
、
ム
向
量
百
は

難
目
、
聖
人
窮
理
尽
性
、
宜
享
還
期
、
而
尭
孔
上
獲
百
年
、
下

者
七
十
、
量
復
疏
於
導
養
乎
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
聖
人
」
を
例
と
し
て
脅
康
の
延
年
益
寿
の
た
め
の

導
養
説
を
批
判
し
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
も
し
導
養
が
効
果
的

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
極
め
た
聖
人
は
何
故
七
十
歳
ま
で
、
或
い
は
せ

い
ぜ
い
百
歳
ま
で
し
か
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に

対
し
て
、
強
康
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

案
論
莞
孔
雄
菓
命
有
限
、
故
導
養
以
尽
其
寿
、
此
則
為
窮
理
之

致
、
不
為
不
養
生
得
百
年
也
。
且
仲
尼
窮
理
尽
性
、
以
致
七
十
、

回
父
以
六
弊
泰
愚
、
有
百
二
十
者
、
若
以
仲
尼
之
至
妙
、
資
国

父
之
至
拙
、
則
千
歳
之
論
、
梁
所
怪
哉
。
且
凡
聖
人
有
損
己
為

世
、
表
行
顕
功
、
使
天
下
慕
之
、
ニ
一
徒
成
都
者
、
・
・
又
勤
務

善
誘
、
衆
徒
三
千
、
口
勧
談
議
、
身
疲
磐
折
、
形
若
求
藤
子
、
視

若
営
四
海
、
神
馳
子
利
害
之
端
、
心
驚
子
栄
辱
之
塗
、
像
仰
之

問
、
己
再
撫
宇
宙
之
外
者
、
若
比
之
子
内
視
反
聴
、
愛
気
脅
精
、

明
白
四
達
、
而
無
執
無
為
、
遺
世
坐
忘
、
以
宝
性
全
真
、
吾
所

不

能

同

也

。

『

答

難

養

生

論

』

聖
人
は
導
養
の
理
に
詳
し
い
が
、
し
か
し
、
彼
ら
は
「
世
を
遺
れ

坐
忘
し
、
以
て
性
を
宝
に
し
真
を
全
う
」
し
た
の
で
は
な
く
、
逆
に

世
の
た
め
に
尽
力
し
た
た
め
、
結
果
的
に
七
十
歳
や
百
歳
ま
で
し
か

生
き
ら
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
聖
人
は
導
養
の
理
に
明
ら
か
で
生
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を
全
う
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
養
生
は
全
く
無
益
な
も

の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
向
秀
が
『
易
』
の
伝
文
を
根
拠
と
し
て
反

論
し
て
い
た
よ
う
に
、
向
秀
や
脅
康
の
言
う
「
聖
人
」
は
、
尭
や
孔

子
の
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
「
窮
理
尽
性
」
す
る
「
聖
人
」
で
あ
る
。

ま
た
、
導
養
の
理
と
は
「
窮
理
尽
性
」
の
「
理
」
の
一
部
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
う
。

で
は
、
『
卜
疑
』
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
章
の
冒
頭
と

末
尾
に
こ
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

有
宏
達
先
生
者
、
恢
廓
其
度
、
寂
参
疏
闘
。
方
市
不
制
、
廉
而

不
割
。
超
世
独
歩
、
懐
玉
被
褐
。
交
不
有
合
、
仕
不
期
達
。
常

以
為
忠
信
篤
敬
、
直
道
行
之
、
可
以
居
九
夷
、
遊
八
蛮
、
浮
治

海
、
践
河
源
、
甲
兵
不
足
思
、
猛
獣
不
為
患
。
是
以
機
心
不
存
、

泊
然
純
索
、
従
容
縦
慰
、
遺
忘
好
悪
、
以
天
道
為
一
指
、
不
識

品
物
之
細
故
也
。
然
而
大
道
既
隠
、
智
巧
滋
繁
、
世
俗
膝
加
、
人

情
万
端
、
利
之
所
在
、
若
鳥
之
追
艇
、
富
為
積
露
、
貴
為
衆
怨
、

勤
者
多
累
、
静
者
鮮
患
、
爾
乃
恩
丘
中
之
隠
士
、
楽
川
上
之
執

竿
也
。
於
是
遠
念
長
想
、
超
然
自
失
、
部
人
既
没
、
誰
為
吾
質
、

聖
人
吾
不
得
見
、
翼
聞
之
於
数
術
、
乃
適
太
史
貞
父
之
燈
而
訪

之
。
・
:
:
:
:
太
史
貞
父
目
、
吾
聞
至
人
不
相
、
達
人
不
ト
、
若

先
生
者
、
文
明
在
中
、
見
素
抱
瑛
、
内
不
惚
心
、
外
不
負
俗
、
交

不
為
利
、
仕
不
謀
禄
、
鑑
乎
古
今
、
拙
岬
情
温
欲
、
夫
如
是
呂
梁

可
以
遊
、
湯
谷
可
以
浴
、
方
将
観
大
鵬
於
南
浜
、
又
何
憂
子
人

悶

之

委

曲

。

『

卜

疑

』

「
宏
達
先
生
」
は
『
論
語
』
の
「
忠
信
篤
敬
」
「
直
道
之
を
行
う
」
こ

と
を
模
範
と
す
る
と
同
時
に
、
『
荘
子
』
の
「
天
道
一
指
」
と
い
う
よ

う
な
、
物
事
に
差
別
意
識
を
持
た
な
い
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
大

道
が
既
に
隠
れ
た
」
時
代
に
生
き
て
、
自
分
の
理
想
と
す
る
人
物
「
聖

人
」
も
見
ら
れ
な
く
な
り
、
次
第
に
不
安
を
感
じ
て
占
い
師
の
太
史

貞
父
を
尋
ね
る
。
太
史
貞
父
に
よ
れ
ば
、
宏
達
先
生
は
「
交
わ
る
も

利
が
為
に
せ
ず
、
仕
え
る
も
禄
を
謀
ら
ず
」
、
「
索
を
見
し
朴
を
抱
」
く

「
至
人
」
の
よ
う
な
人
で
あ
る
の
で
、
そ
も
そ
も
占
う
必
要
が
な
く
、

ま
た
「
人
間
の
委
曲
を
憂
ふ
」
る
必
要
も
な
い
。

こ
の
「
宏
達
先
生
」
と
は
苦
闘
す
る
駒
山
康
自
身
の
象
徴
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
宏
達
先
生
は
「
聖
人
」
を
理
想
と
し
て
い
る
が
、
彼
自
身

儒
道
折
衷
の
在
り
方
を
模
範
と
し
て
い
る
と
と
か
ら
す
る
と
、
「
聖

人
」
の
在
り
方
と
は
そ
の
立
場
に
立
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
架
空
の
人
物
太
史
貞
父
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
作
者
の
化
身
「
宏

達
先
生
」
は
世
俗
に
い
て
仕
事
に
励
み
な
が
ら
も
、
精
神
の
上
で
は

世
俗
に
束
縛
さ
れ
な
い
、
ま
さ
に
「
聖
人
」
の
在
り
方
に
向
け
て
努

め
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
最
後
の
「
吾
聞
く
至
人
相
せ
ず
、
達

人
卜
せ
ず
」
な
ど
か
ら
す
る
と
、
和
山
康
は
結
局
「
文
明
中
に
在
り
、
索

を
見
し
瑛
を
抱
」
く
(
『
尚
書
』
、
『
老
子
』
に
見
え
る
)
「
至
人
」
に
、

自
分
の
生
き
方
を
再
確
認
し
て
肯
定
的
な
態
度
を
示
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
文
章
に
お
い
て
「
至
人
」
は
前
の
「
聖
人
」
と



異
な
る
表
現
で
あ
り
な
が
ら
同
じ
く
智
康
が
理
想
と
し
た
人
物
で
あ

る
と
一
言
え
よ
う
。

要
す
る
に
、
養
生
論
難
と
『
卜
疑
』
に
見
え
る
「
聖
人
」
は
「
至

人
」
と
異
な
る
表
現
で
あ
り
な
が
ら
も
同
じ
も
の
で
あ
る
。
養
生
論

難
で
は
、
「
聖
人
」
か
ら
「
至
人
」
、
「
聖
人
」
へ
と
続
く
形
で
現
れ
、

『
卜
疑
」
で
は
、
両
者
が
前
後
呼
応
す
る
形
で
登
場
す
る
が
、
い
ず
れ

も
、
そ
の
文
脈
か
ら
し
て
違
う
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
理

想
の
人
物
は
、
わ
ざ
わ
ざ
富
貴
や
名
利
を
求
め
る
た
め
に
は
、
政
治

の
位
に
就
か
ず
、
位
に
居
な
が
ら
も
「
交
わ
る
も
利
が
為
に
せ
ず
、
仕

え
る
も
禄
を
謀
ら
な
い
」
無
私
の
態
度
を
保
つ
人
物
で
あ
る
。
そ
れ

日
は
具
体
的
に
は
莞
や
孔
子
、
「
窮
理
尽
性
」
す
る
「
聖
人
」
で
あ
る
。

日
で
は
、
こ
れ
以
外
の
文
章
に
見
ら
れ
る
「
聖
人
」
は
ど
う
で
あ
ろ

吋
ぅ
。
ま
ず
、
『
声
無
哀
楽
論
』
か
ら
見
ょ
う
。
脅
康
は
「
聖
人
」
と
制

的
楽
と
の
関
係
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
言
う
。

J
夫
成
池
六
茎
、
大
草
留
夏
、
此
先
王
之
至
楽
、
所
以
感
天
地
動

豆
鬼
神
者
也
、
今
必
云
声
音
、
莫
不
象
其
体
、
而
伝
其
心
、
此
必

る
為
至
楽
、
不
可
託
之
於
啓
史
、
必
須
聖
人
理
其
管
絃
、
爾
乃
雅

鮒

音

得

全

也

o

舜
命
袈
撃
石
鮒
石
、
八
音
克
諸
、
神
人
以
和
、
以

に
此
言
之
、
至
楽
雌
待
聖
人
而
作
、
不
必
聖
人
自
執
也
、
何
者
、
音

割
声
自
有
自
然
之
和
、
而
無
係
於
人
情
、
克
諮
之
音
、
成
於
金
石
、

至

和

之

声

、

得

於

管

絃

也

。

『

声

無

哀

楽

論

』

音
声
は
金
石
や
管
絃
な
ど
の
楽
器
を
通
し
て
表
現
さ
れ
る
が
、
し
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か
し
音
声
に
は
自
然
に
調
和
の
取
れ
る
性
質
が
あ
り
、
そ
れ
は
演
奏

者
と
無
関
係
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
至
楽
は
舜
に
よ
り
作
ら
れ
、
愛
に

よ
り
演
奏
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
演
奏
者
が
「
聖
人
」
自
身
で
な
く
と

も
そ
の
究
極
の
調
和
を
失
う
と
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
「
自
然
の
和
」

と
は
人
為
的
要
素
と
関
係
な
く
、
各
音
階
や
各
立
日
朝
酬
の
間
に
あ
る
自

然
的
調
和
性
で
あ
る
。
『
声
無
哀
楽
論
』
全
体
か
ら
見
て
も
、
山
相
官
康
は

音
楽
が
人
間
側
の
主
観
的
意
識
と
無
関
係
だ
と
主
張
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
始
め
の
「
戚
池
、
六
茎
、
大
章
、
留
、
夏
」
か
ら
す
る

と
、
「
先
王
」
は
そ
れ
ぞ
れ
黄
帝
、
傾
頑
、
昔
日
、
百
円
、
舜
な
ど
至
楽
を

作
っ
た
人
物
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
至
楽
は
聖
人
を
待
ち

て
作
る
と
雄
も
、
必
ず
し
も
聖
人
自
ら
執
ら
ず
」
と
言
わ
れ
て
い
る

か
ら
、
「
先
王
」
「
聖
人
」
両
者
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、

『
尚
書
』
舜
典
(
「
帝
日
、
愛
、
命
汝
典
楽
、
教
胃
子
・
八
音
克
諮
、
無

相
奪
倫
、
神
人
以
和
」
「
菱
自
、
於
、
予
撃
石
附
石
、
百
獣
率
舞
」
)
を

踏
ま
え
た
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
乙
で
「
聖
人
」
が
制

楽
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
は
『
尚
書
』
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

さ
ら
に
、
「
聖
人
」
と
言
語
表
現
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
郡
山
康
は
こ

の
よ
う
に
言
円
う
。

諸
問
聖
人
卒
入
胡
域
、
当
知
其
所
言
否
乎
。
難
者
必
田
知
之
。
知

之
之
理
、
何
以
明
之
、
願
倍
子
之
難
以
立
鑑
識
之
域
。
:
:
・

E

・E

・
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夫
言
非
自
然
一
定
之
物
、
五
方
殊
俗
、
同
事
異
号
、
趣
挙
一
名
、

以
為
標
識
耳
。
夫
聖
人
窮
理
、
謂
自
然
可
尋
、
無
微
不
照
、
理

蔽
則
雄
近
不
見
、
故
異
域
之
言
、
不
得
強
通
。

『
古
田
'
盤
山
口
剖
畠
地
弘
珊
』

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
聖
人
は
所
謂
「
自
然
一
定
」
の
物
事
、
す
な
わ

ち
人
間
の
主
観
に
左
右
さ
れ
ず
客
観
的
に
存
在
す
る
物
事
に
は
通
達

で
き
る
。
し
か
し
、
言
語
は
主
観
的
産
物
で
あ
り
、
所
謂
「
自
然
一

定
の
物
」
で
は
な
い
か
ら
、
学
習
経
験
な
ど
の
な
い
条
件
で
は
理
解

で
き
な
い
。
「
聖
人
窮
理
」
と
い
う
表
現
か
ら
見
る
と
、
こ
こ
で
の
「
聖

人
」
は
、
『
易
』
の
「
窮
理
尽
性
」
す
る
「
聖
人
」
を
言
う
の
で
あ
ろ

三つ。
ま
た
、
智
康
は
音
声
と
人
間
の
心
な
ど
と
の
関
係
を
論
じ
る
中
で
、

「
聖
人
」
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
言
う
。

夫
声
之
於
心
、
猶
形
之
於
心
也
。
有
形
周
而
情
弟
、
貌
殊
而
心

均
者
、
何
以
明
之
。
聖
人
斉
心
等
徳
、
而
形
状
不
同
也
。
有
心

阿
而
形
異
、
則
何
言
乎
観
形
而
知
心
裁
。
且
口
之
激
気
為
声
、
何

異
於
績
箭
納
気
而
鳴
耶
。
暗
声
之
善
悪
、
不
由
児
口
吉
凶
、
猶

琴
窓
之
清
濁
、
不
在
操
者
之
工
拙
也
。
『
声
無
哀
楽
論
』

「
聖
人
心
を
斉
し
く
し
徳
を
等
し
く
す
る
も
、
而
れ
ど
も
形
状
同
じ

か
ら
ざ
る
な
り
」
、
つ
ま
り
「
聖
人
」
に
お
い
て
は
心
の
在
り
方
は
一

つ
だ
が
、
外
面
の
形
状
は
異
な
る
。
声
と
心
の
関
係
も
同
様
で
、
出

さ
れ
た
声
が
違
い
な
が
ら
発
声
者
の
心
の
思
い
が
同
じ
で
あ
る
こ
と

も
あ
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
音
声
と
人
の
思
惟
・
感
情
に
は
絶
対

的
な
因
果
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
音
声
自
体
の
音
色
の
善
し

悪
し
は
、
演
奏
者
や
発
声
者
の
善
し
悪
し
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
つ

ま
り
、
音
声
の
本
質
は
人
為
的
操
作
と
無
関
係
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
、
「
聖
人
」
が
外
面
は
様
々
な
形
を
取
る
が
、
内
面
に
は

共
通
し
た
性
質
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
心
を
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
こ

と
に
注
意
し
た
い
。

要
す
る
に
、
『
声
無
哀
楽
論
』
の
「
聖
人
」
は
至
楽
を
作
っ
た
「
先

玉
」
で
あ
っ
て
、
あ
る
心
の
持
ち
主
で
あ
る
。
「
舜
は
愛
に
命
ず
」
「
窮

理
尽
性
」
な
ど
の
表
現
か
ら
す
る
と
、
乙
の
「
聖
人
」
は
『
尚
書
』
、

「
易
』
に
一
吉
う
聖
人
で
あ
る
と
推
測
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
養
生
と
住
宅
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
一

連
の
議
論
で
、
「
聖
人
」
は
ど
の
よ
う
な
存
在
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
弁
論
の
相
手
院
子
は
、

孝
経
目
、
為
之
宗
廟
、
以
鬼
享
之
、
其
立
本
有
如
此
者
、
子
貢

称
性
与
天
道
、
不
可
得
問
、
仲
由
閑
神
、
而
夫
子
不
答
、
其
筋

末
有
如
彼
者
、
是
何
也
。
:
:
:
:
・
按
書
、
周
公
有
請
命
之
事
、
仲

尼
非
子
路
鵡
、
今
鈎
聖
市
鈎
疾
、
何
事
不
同
也
、
故
知
臣
子
之

情
、
尽
斯
心
而
己
、
所
謂
礼
為
情
貌
者
耳
、
故
子
臣
弟
則
周
公

請
命
、
親
其
身
、
則
尼
父
不
鵡
、
:
先
王
所
以
誠
不
怠
而
勧
従

事

耳

。

院

子

『

釈

難

宅

無

吉

凶

摂

生

論

』

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
孝
経
に
日
わ
く
、
宗
廟
を
為
め
、
以
て
鬼
之



を
享
く
」
乙
と
が
本
当
な
ら
ば
、
何
故
「
仲
由
神
を
開
い
て
夫
子
答

え
」
な
い
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
経
典
に
量
一
口
う
神
秘
的
な
事

柄
は
た
だ
聖
人
の
「
心
を
尽
く
す
」
表
現
で
、
「
先
王
の
怠
ら
ざ
る
を

誠
め
て
従
事
を
勧
む
る
所
以
」
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
祈
り
や
儀
式

に
吉
凶
を
も
た
ら
す
働
き
な
ど
あ
り
は
し
な
い
と
論
難
し
た
。
こ
れ

を
受
げ
て
、
替
康
は
『
答
釈
難
宅
無
吉
凶
摂
生
論
」
で
次
の
よ
う
に

批
判
す
る
。

至
於
河
洛
宗
廟
、
則
謂
匠
而
不
信
、
類
鵡
祈
祷
、
則
謂
偽
而
無

実
、
時
日
剛
柔
、
則
讃
仮
以
為
勧
、
此
聖
人
専
造
虚
語
、
以
欺

天
。
匹
夫
之
諒
、
且
猶
恥
之
。
今
議
古
人
、
得
無
不
可
乃
爾
也
。

『
答
釈
難
宅
無
吉
凶
摂
生
論
』

舗
と
れ
に
よ
れ
ば
、
抽
出
康
は
「
聖
人
」
の
言
う
祭
紀
や
祈
鵡
は
真
実

何
で
あ
る
と
し
、
「
聖
人
」
は
神
秘
世
界
を
排
斥
せ
ず
、
し
か
も
そ
れ
を

問
実
生
活
に
生
か
し
て
い
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
聖
人
」
が

」
周
公
、
孔
子
な
ど
を
指
し
て
い
る
己
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

臥
最
後
に
、
「
管
室
嗣
」
の
「
二
聖
」
、
つ
ニ
聖
」
に
つ
い
て
見
ょ
う
。

る
昔
文
武
之
用
管
禁
以
実
、
周
公
之
株
管
察
以
権
、
権
事
顕
、
実

制
理
沈
、
故
令
時
人
全
謂
笠
祭
為
頑
凶
、
方
為
吾
子
論
之
。
夫
管

に
禁
皆
服
教
殉
義
、
忠
誠
自
然
、
是
以
文
王
列
而
顕
之
、
発
旦
二

割
聖
、
挙
而
任
之
、
非
以
情
貌
而
相
私
也
。
・
管
察
雌
懐
忠
抱
誠
、

:
:
:
然
論
者
承
名
信
行
、
便
謂
管
禁
為
悪
、
不
知
管
察
之
悪
、
乃

所
以
令
三
翌
為
不
明
也
。
・
:
推
此
言
之
、
則
管
察
懐
疑
、
未
為
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不
賢
、
而
忠
賢
可
不
遠
権
、
=
一
聖
未
為
用
悪
、
而
周
公
不
得
不

訴
、
若
此
三
聖
所
用
信
良
、
周
公
之
珠
得
宜
、
管
察
之
心
見
理
。

「
管
察
論
』

文
王
や
武
王
は
人
を
用
い
る
に
、
賢
者
な
ら
必
ず
挙
げ
た
。
当
初

管
叔
、
察
叔
を
任
用
す
る
に
当
た
っ
て
親
戚
で
あ
る
こ
と
を
配
慮
し

た
わ
け
で
は
な
い
。
周
公
が
管
禁
に
判
決
を
下
し
た
時
も
、
そ
れ
と

同
じ
態
度
を
取
っ
た
の
だ
。
彼
ら
の
こ
う
し
た
無
私
な
る
態
度
か
ら

す
れ
ば
、
管
察
の
抜
擢
か
ら
求
刑
ま
で
、
す
べ
て
は
適
宜
な
判
断
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
管
察
自
身
の
叛
乱
も
自
然
の
中
識
心
に

よ
る
も
の
で
、
い
ず
れ
も
無
私
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ

る
。
己
こ
で
「
二
聖
」
、
「
三
聖
」
と
は
文
玉
、
武
王
と
周
公
を
指
す
。

ま
た
無
私
な
る
観
点
か
ら
物
事
を
評
価
す
る
考
え
方
に
注
意
し
て
お

き
た
い
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
「
聖
人
」
、
「
至
人
」
が
と
も
に
見
え
る
文
章
と
「
聖

人
」
だ
け
が
出
て
く
る
文
章
と
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
乙
と

を
踏
ま
え
れ
ば
、
「
聖
人
」
は
「
至
人
」
と
異
名
因
調
で
あ
る
場
合
と
、

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
だ
が
、

少
な
く
と
も
「
聖
人
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
「
至
人
」
が
見
え
る
以

上
、
従
来
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
全
く
「
聖
人
」
と
切
り
離
さ
れ
た
、

政
治
や
現
実
を
離
れ
て
彼
岸
世
界
に
い
る
神
仙
人
物
で
は
な
い
と
言

え
よ
う
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
智
康
の
作
品
中
、
名
教
世
界
の
頂
点



8

に
い
る
「
聖
人
」
が
認
め
ら
れ
る
。
が
、
こ
こ
で
の
難
養
生
論
の
検

討
、
す
な
わ
ち
聖
人
が
世
の
た
め
に
尽
力
し
た
結
果
、
天
寿
を
全
う

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
強
康
は
名

教
的
「
聖
人
」
に
対
し
て
必
ず
し
も
全
面
的
に
肯
定
的
で
あ
っ
た
と

は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
『
ト
疑
』
中
に
あ
る
よ
う
に
、
儒
道
折
衷
型
の

人
物
や
在
り
方
こ
そ
彼
が
理
想
と
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
恐
ら

く
脅
康
自
身
も
名
教
の
世
界
に
生
き
な
が
ら
、
富
貴
や
名
利
に
無
私

無
欲
で
あ
り
、
そ
の
態
度
で
物
事
に
対
す
る
と
と
を
理
想
と
し
て

行
っ
た
の
で
あ
る
う
。
一
方
、
生
き
る
こ
と
は
そ
れ
に
止
ま
る
も
の

で
は
な
い
と
も
考
え
て
い
る
。
窮
理
尽
性
に
お
け
る
導
養
の
理
を
十

分
踏
ま
え
、
老
荘
の
「
世
を
遺
れ
坐
忘
し
、
性
を
宝
に
し
真
を
全
う
」

し
、
延
年
益
寿
す
る
こ
と
が
大
切
と
さ
れ
る
と
と
も
こ
こ
で
明
ら
か

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
駒
山
康
の
言
う
「
至
人
」
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
節
を
改
め
て
検
討
し
よ
う
。

二
、
宮
康
に
お
け
る
「
至
人
」
に
つ
い
て

脅
康
の
作
品
中
、
「
至
人
」
は
「
琴
賦
』
に
ニ
カ
所
、
『
芦
無
哀
楽

論
』
に
一
カ
所
、
『
答
難
養
生
論
』
に
一
カ
所
、
『
ト
疑
』
に
一
カ
所
、

『
明
胆
論
』
に
一
カ
所
、
「
釈
私
論
』
に
一
カ
所
、
『
難
自
然
好
学
論
』

に
一
カ
所
、
「
太
師
飯
』
に
一
カ
所
、
計
九
カ
所
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
、

『
答
難
養
生
論
』
と
『
卜
疑
』
に
見
ら
れ
る
「
至
人
」
に
つ
い
て
は
す

で
に
言
及
し
た
。

ζ

こ
で
は
、
そ
の
他
の
作
品
に
つ
い
て
、
便
宜
上
、

凡
そ
の
成
立
順
序
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
見
ら
れ
る
「
至
人
」

を
検
討
す
る
。

ま
ず
、
比
較
的
早
い
時
期
の
作
品
と
思
わ
れ
る
『
琴
賦
』
の
中
で
、

琴
は
「
衆
器
の
中
、
琴
の
徳
は
最
も
優
れ
」
て
「
至
徳
の
和
平
を
含
」

む
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
制
作
を
脅
康
は
こ
の
よ
う
に
言
う
。

至
人
娘
思
、
制
為
雅
琴
、
乃
使
離
子
督
盤
、
匠
石
奮
斤
、
袈
裏

薦

法

。

『

琴

賦

』

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
琴
の
制
作
は
「
至
人
」
の
発
想
に
よ
る
も
の
で
、

そ
の
実
行
者
が
離
子
、
匠
石
、
袈
、
師
裂
な
ど
で
あ
る
。
と
の
関
係

か
ら
す
る
と
、
「
至
人
」
は
前
の
『
声
無
哀
楽
論
』
中
に
登
場
し
た
、

愛
に
楽
の
演
奏
を
命
じ
た
舜
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
「
声
無
哀
楽
論
』
の
「
聖
人
」
と
『
琴
賦
』
の
「
至
人
」

と
は
、
表
現
が
異
な
る
が
、
同
じ
も
の
で
あ
る
と
推
測
で
き
よ
う
。
さ

ら
に
、
和
国
康
は
『
琴
賦
』
の
末
尾
で
、
琴
の
働
き
に
つ
い
て
、
こ
の

ように一一一盲〉つ。

是
以
伯
夷
以
之
廉
、
顔
回
以
之
仁
、
比
干
以
之
忠
、
尾
生
以
之

信
、
恵
施
以
之
弁
給
、
万
石
以
之
謂
慎
、
其
余
触
類
而
長
、
所

致
非
て
同
帰
殊
途
、
或
文
或
質
、
総
中
和
以
統
物
、
威
日
用

而
不
失
、
其
感
人
動
物
、
蓋
亦
弘
失
、
・
:
能
尽
雅
琴
唯
至
人

守

。

『

琴

賦

』

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
琴
の
至
徳
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
の
は
た
だ
「
至



人
」
の
み
で
あ
る
。
恐
ら
く
「
至
人
」
の
徳
は
琴
の
徳
に
相
当
す
る

も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
琴
の
徳
は
、
聞
く
も
の
に
各
々
の
道
徳

上
の
長
所
を
伸
ば
さ
せ
る
。
と
す
る
と
、
「
至
人
」
の
徳
も
琴
の
よ
う

に
、
ま
わ
り
の
人
々
に
各
々
の
道
徳
上
の
長
所
を
発
揮
さ
せ
る
も
の

だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
至
人
」
は
完
全
な
倫
理
的
資
質
を
具
有
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
至
人
」
は
「
類
に
触
れ
て
長
じ
」
「
致
す

所
一
に
非
ず
、
帰
す
る
と
こ
ろ
を
同
じ
く
し
て
途
を
殊
に
す
」
な
ど

『
易
』
の
伝
文
を
踏
ま
え
た
表
現
か
ら
す
る
と
、
恐
ら
く
『
易
』
の
伝

文
と
関
係
が
あ
り
、
「
中
和
を
総
べ
て
以
て
物
を
統
む
」
と
い
う
表
現

か
ち
す
る
と
、
『
礼
記
』
と
も
関
係
が
あ
る
と
推
測
で
き
よ
う
。

)
で
は
、
一
般
的
に
『
琴
賦
』
の
制
作
と
同
時
期
と
思
わ
れ
る
『
声

倒
無
哀
楽
論
』
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
。
和
山
康
は
先
王
の
楽
の
制
作
に

川
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
論
ず
る
。

間
若
夫
郷
声
、
是
音
声
之
至
妙
。
妙
音
感
人
、
猶
美
色
惑
志
、
耽

」
柴
荒
酒
、
易
以
喪
業
、
自
非
至
人
、
執
能
禦
之
。
先
王
恐
天
下

至
流
而
不
反
、
故
具
其
八
音
、
不
消
其
声
。
『
声
無
哀
楽
論
」

「る
「
至
妙
」
な
る
音
声
が
人
を
感
動
さ
せ
る
の
は
極
め
て
深
刻
で
、
そ

刷
れ
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
は
た
だ
「
至
人
」
の
み
で
あ
る
。
そ
こ

に
で
、
先
王
は
音
楽
を
制
作
し
て
人
心
の
安
定
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
己

創
こ
で
の
「
至
人
」
は
外
物
に
影
響
さ
れ
な
い
主
体
的
存
在
で
あ
り
、
「
先

王
」
と
言
い
換
え
ら
れ
で
も
い
る
。

9
と
こ
ろ
で
、
「
至
人
」
は
他
の
作
品
で
ど
の
よ
う
な
形
で
現
れ
る
の

か
。
ま
ず
、
『
明
胆
論
」
に

夫
元
気
陶
鋭
、
衆
生
菓
溝
、
賦
受
有
多
少
、
故
才
性
有
昏
明
、
唯

至
人
特
鐙
純
美
、
兼
周
外
内
、
無
不
畢
備
、
降
此
己
往
、
蓋
閥

如

也

。

『

明

胆

論

』

と
あ
る
よ
う
に
、
人
間
の
才
や
性
は
元
気
か
ら
受
け
た
自
然
の
生
得

と
し
て
、
生
ま
れ
な
が
ら
決
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、

「
至
人
」
は
完
全
な
も
の
を
受
け
た
極
少
数
者
で
あ
る
。

次
に
、
『
釈
私
論
』
で
は
、
道
徳
行
為
の
実
践
に
関
し
て
こ
の
よ
う

に
見
え
る
。

是
以
大
道
言
、
及
吾
無
身
、

E
ロ
有
何
患
。
無
以
身
為
貴
者
、
是

賢
於
貴
者
也
。
由
斯
而
言
、
夫
至
人
之
用
心
、
固
不
存
子
有
措

失
。
是
故
伊
伊
不
惜
賢
於
股
湯
、
故
世
済
而
名
顕
。
周
旦
不
願

嫌
而
隠
行
、
故
仮
摂
而
化
隆
。
夷
五
口
不
匿
善
於
斉
桓
、
故
国
覇

而
主
尊
。
其
用
心
、
宣
為
身
而
繋
乎
私
哉
。
故
日
、
君
子
行
道
、

忘

其

為

身

。

斯

言

是

失

。

『

釈

私

論

』

と
れ
に
よ
れ
ば
、
「
至
人
」
が
持
つ
無
私
な
る
精
神
は
、
君
子
が
道

徳
行
為
を
実
践
す
る
に
あ
た
っ
て
の
必
須
条
件
で
あ
る
。
「
至
人
」
は

道
徳
や
名
教
世
界
と
全
く
無
関
係
で
は
な
く
、
周
公
な
ど
の
模
範
的

人
物
で
あ
っ
て
君
子
個
々
が
仰
ぎ
倣
う
べ
き
対
象
で
あ
る
。
ま
た
、

「
吾
に
身
無
き
に
及
べ
ば
、
吾
に
何
の
患
い
か
有
ら
ん
」
と
い
う
老
子

十
三
章
を
踏
ま
え
た
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
「
至
人
」
の
道

徳
行
為
に
お
け
る
思
想
は
老
子
に
も
基
づ
く
も
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
、



。
「
至
人
」
の
無
私
な
る
心
は
こ
う
し
て
自
然
と
名
教
が
折
衷
し
た
形
で

考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
こ
う
。

で
は
、
一
般
的
に
後
期
の
作
品
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
難
自
然
好

学
論
』
、
『
太
師
簸
』
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
強
康
は
『
難

自
然
好
学
論
』
の
始
め
に
こ
の
よ
う
に
一
一
盲
う
。

夫
民
之
性
、
好
安
而
悪
危
、
好
逸
而
悪
労
、
故
不
擾
則
其
願
得
、

不
逗
則
其
志
従
、
洪
荒
之
世
、
大
朴
未
腕
、
君
無
文
於
上
、
民

無
競
於
下
、
物
全
理
順
、
莫
不
自
得
、
飽
則
安
寝
、
機
則
求
食
、

恰
然
鼓
腹
、
不
知
為
至
徳
之
世
也
、
若
此
、
則
安
知
仁
義
之
端
、

礼
律
之
文
、
及
至
人
不
存
、
大
道
陵
遅
、
乃
始
作
文
墨
、
以
伝

其
意
、
区
別
群
物
、
使
有
類
族
、
造
立
仁
義
、
以
嬰
其
心
、
制

其
名
分
、
以
検
其
外
、
勧
学
講
文
、
以
神
其
数
、
故
六
経
紛
錯
、

百
家
繁
織
、
関
栄
利
之
塗
、
故
奔
驚
而
不
覚
。

「
難
自
然
好
学
論
』

「
大
朴
未
だ
腕
け
」
な
か
っ
た
至
徳
の
世
に
は
、
君
臣
は
互
い
に
安

ん
じ
て
「
物
は
全
う
し
理
は
順
い
」
、
わ
ざ
わ
ざ
仁
義
や
礼
律
を
唱
え

る
必
要
が
な
か
っ
た
。
や
が
て
、
「
至
人
」
が
存
せ
ず
大
道
が
衰
え
る

と
、
は
じ
め
て
仁
義
や
礼
律
が
唱
え
ら
れ
、
様
々
な
学
派
が
起
こ
り
、

人
々
は
各
々
可
と
す
る
教
え
に
囚
わ
れ
、
本
来
の
在
り
方
が
わ
か
ら

な
く
な
っ
た
。
こ
こ
で
、
「
至
人
」
は
理
想
の
世
界
が
存
在
す
る
こ
と

の
鍵
を
握
る
人
物
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
『
太
師
餓
』
の
始
め
で
、
瑞
山
康
は
こ
の
よ
う
に
言
一
う
。

治
浩
太
索
、
陽
曜
陰
凝
。
二
儀
陶
化
、
人
倫
肇
興
。
阪
初
冥
昧
、

不
慮
不
営
。
欲
以
物
関
、
患
以
事
成
。
犯
機
触
書
、
智
不
救
生
。

宗
長
帰
仁
、
自
然
之
情
。
故
君
道
自
然
、
必
託
賢
明
。
詑
狂
在

昔
、
同
或
不
寧
。
赫
育
既
往
、
紹
以
皐
載
。
黙
静
無
文
、
大
朴

未
腕
。
万
物
照
照
、
不
夫
不
機
。
愛
及
唐
虞
、
猶
篤
其
緒
。
体

書
朝
筒
、
応
天
順
矩
。
締
褐
其
裳
、
土
木
其
字
。
物
或
失
性
、
憾

若
在
予
。
鴎
脊
照
職
、
終
禅
舜
属
。
夫
統
之
者
労
、
仰
之
者
逸
。

至
人
重
身
、
棄
而
不
泊
。
故
子
州
称
荻
、
石
戸
乗
梓
、
許
由
鞠

局
、
辞
長
九
州
。
先
王
仁
愛
、
階
地
世
憂
時
、
哀
万
物
之
将
類
、
然

後
夜
之
。
下
逮
徳
衰
、
大
道
沈
論
、
智
恵
日
用
、
漸
私
其
親
。
憾

物
希
離
、
擁
管
立
仁
、
名
利
愈
競
、
繁
礼
厩
陳
。
刑
教
争
施
、
天

性

喪

真

。

『

太

師

餓

』

天
地
開
閥
の
後
、
人
聞
は
「
慮
ら
ず
営
ま
ず
」
に
い
た
が
、
一
方

外
物
に
欲
望
が
発
動
し
、
「
事
が
成
さ
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な

煩
い
が
生
じ
た
。
そ
と
で
、
個
々
が
賢
明
な
も
の
を
君
主
と
し
て
擁

立
し
、
政
治
が
自
然
に
始
ま
っ
た
。
こ
の
理
想
世
界
は
赫
膏
や
皇
毅

か
ら
、
岩
見
、
舜
を
経
て
謁
ま
で
に
引
き
継
が
れ
た
。
君
主
は
苦
労
す

る
が
、
人
民
は
逸
楽
な
も
の
で
あ
る
。
「
至
人
」
は
身
体
の
保
持
に
専

念
し
て
政
治
を
顧
み
な
く
な
っ
た
が
、
先
王
は
人
々
の
類
廃
を
哀
れ

み
、
尽
力
し
た
。
や
が
て
、
「
大
道
が
沈
論
」
し
、
一
切
が
真
を
失
い

始
め
る
と
、
仁
義
や
礼
教
が
声
高
く
唱
え
ら
れ
、
ま
す
ま
す
混
乱
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。



こ
こ
で
「
至
人
」
は
子
州
、
石
戸
、
許
由
な
ど
の
隠
者
を
指
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

哲
康
の
場
合
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
文
明
は
、
大
道
が
行
わ
れ
て

い
た
時
代
か
ら
大
道
が
行
わ
れ
な
く
な
る
時
代
へ
と
展
開
さ
れ
て
い

る
。
「
至
人
」
は
赫
耳
目
か
ら
、
莞
、
舜
、
馬
ま
で
の
「
先
王
」
と
と
も

に
「
大
道
が
沈
論
」
す
る
ま
で
重
要
な
位
置
に
い
る
。
ヲ
」
の
理
想
の

世
と
の
関
わ
り
か
ら
す
る
と
、
「
至
人
」
は
「
先
王
」
と
同
じ
だ
と
見

て
い
い
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
大
道
が
行
わ
れ
て
い
た
至
徳
の
世
に

は
、
先
玉
と
隠
者
の
二
種
類
の
「
至
人
」
が
同
時
に
存
在
し
た
の
で

あ
る
。
「
至
人
」
と
「
先
王
」
は
そ
の
居
場
所
が
違
い
な
が
ら
実
は
と

7
も
に
優
れ
た
人
物
だ
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

日
以
上
の
「
至
人
」
に
対
す
る
考
察
の
結
果
、
次
の
乙
と
が
明
ら
か

げ
、
に
な
っ
た
。

b
 m

ま
ず
、
一
で
見
た
よ
う
に
、
智
康
に
お
け
る
理
想
の
人
物
「
至
人
」

J

と
は
、
聖
人
と
重
ね
て
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
二

五
の
と
こ
ろ
で
、
『
難
自
然
好
学
論
』
と
『
太
師
簸
』
で
の
「
先
王
」
と

る
「
至
人
」
と
の
関
係
か
ら
す
る
と
、
「
至
人
」
は
個
々
の
意
志
に
よ
っ

肘
て
自
由
な
存
在
形
態
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
琴

に
一
賦
』
で
は
、
「
至
人
」
は
琴
と
同
じ
く
中
和
の
徳
を
持
ち
、
周
囲
の
様
々

的
な
人
に
対
応
し
て
そ
れ
ぞ
れ
を
発
揮
さ
せ
ら
れ
る
と
さ
れ
て
お
り
、

『
声
無
哀
楽
論
』
で
は
、
「
至
人
」
は
外
物
の
誘
惑
に
影
響
さ
れ
な
い

ー
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
同
じ
く
『
明
胆
論
』
で
完
全
な
資

質
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
「
至
人
」
だ
が
、
朝
廷
や
政
界
に
入
れ
ば

そ
こ
で
「
聖
人
」
「
先
王
」
と
し
て
働
き
、
山
林
に
居
れ
ば
そ
ζ

で
許

由
な
ど
の
よ
う
な
隠
者
と
な
り
、
ど
こ
で
も
自
由
自
在
に
本
領
を
発

揮
し
て
自
得
の
境
地
に
い
る
存
在
が
「
至
人
」
で
あ
る
の
だ
と
考
え

ら
れ
よ
う
。
山
首
康
自
身
は
恐
ら
く
こ
の
よ
う
な
「
至
人
」
を
求
め
よ

う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
『
卜
疑
』
で
は
、
世
俗
に
い
な
が
ら
も
世
俗
に

束
縛
さ
れ
ず
、
「
交
わ
る
も
利
が
為
に
せ
ず
、
仕
え
る
も
禄
を
謀
ら

ず
」
、
「
索
を
見
し
瑛
を
抱
」
く
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
『
釈

私
論
』
で
強
調
さ
れ
た
無
私
な
人
物
で
あ
る
。
か
か
る
「
至
人
」
は

従
来
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
専
ら
永
遠
の
生
を
具
現
す
る
神
仙
と
い

う
の
で
は
な
く
、
ま
た
後
期
に
な
っ
て
急
に
政
治
や
現
実
を
離
脱
し
、

彼
岸
世
界
に
い
る
神
仙
で
も
な
い
。

さ
ら
に
、
「
聖
人
」
、
「
至
人
」
の
両
者
は
各
作
品
の
問
題
意
識
や
強

調
商
に
よ
っ
て
区
別
し
て
使
わ
れ
る
異
名
向
調
の
概
念
で
あ
る
と
恩

わ
れ
る
。
「
聖
人
」
は
専
ら
政
治
に
関
し
て
論
ず
る
時
に
使
わ
れ
る
の

に
対
し
て
、
「
至
人
」
は
特
に
政
治
に
限
定
さ
れ
ず
、
よ
り
一
般
的
な

範
囲
で
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
先
王
」
は
「
聖
人
」
の
別
称
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
場
面
に
よ
っ
て
言
葉
は
違
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
い
わ

ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
替
康
の
作
品
の
う
ち
、

「
至
人
」
、
「
聖
人
」
が
現
れ
る
文
章
は
凡
そ
=
一
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。

『
管
禁
論
』
で
は
政
治
議
題
が
扱
わ
れ
、
そ
乙
で
「
二
聖
」
「
三
聖
」
と

い
う
形
で
「
聖
人
」
が
見
え
、
『
太
師
簸
』
で
は
、
政
治
批
判
や
建
言
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を
主
題
と
し
て
、
「
至
人
」
と
同
に
優
れ
た
「
先
王
」
が
登
場
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
琴
賦
』
で
は
楽
器
解
説
を
主
と
し
、
『
明
胆

論
』
「
難
自
然
好
学
論
』
で
は
人
性
の
弁
明
を
議
題
と
し
、
『
釈
私
論
』

で
は
道
徳
実
践
を
主
題
と
し
て
、
「
至
人
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た

こ
の
ほ
か
に
、
「
聖
人
」
、
「
至
人
」
両
者
が
登
場
す
る
場
合
も
=
一
カ
所

ほ
ど
見
ら
れ
る
。
『
声
無
哀
楽
論
」
は
、
音
楽
の
制
作
と
本
質
を
主
題

と
し
、
「
答
難
養
生
論
』
は
政
治
的
地
位
の
追
求
に
関
わ
る
養
生
を
議

題
に
し
、
『
ト
疑
』
は
政
界
で
の
進
退
と
自
分
自
身
の
追
求
を
問
題
に

し
、
「
聖
人
」
、
「
至
人
」
両
者
が
交
錯
し
て
現
れ
て
い
る
。
た
だ
、
『
答

釈
難
宅
無
吉
凶
摂
生
論
』
は
、
聖
王
の
典
制
に
か
か
わ
る
宅
の
吉
凶

有
無
が
議
論
の
主
体
で
あ
る
乙
と
か
ら
、
「
聖
人
」
、
「
至
人
」
両
者
が

と
も
に
現
れ
る
は
ず
だ
が
、
「
聖
人
」
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
。
恐
ら

く
そ
れ
は
養
生
論
難
と
宅
の
吉
凶
有
無
論
難
、
両
議
論
の
間
に
あ
る

性
質
の
違
い
に
よ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
前
者
は
政
治
的
地
位
の
追

求
に
関
わ
り
な
が
ら
養
生
を
論
じ
て
い
る
か
ら
、
「
聖
人
」
、
「
至
人
」

両
者
が
と
も
に
使
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
養
生
の
一
環
で
あ

る
宅
の
吉
凶
問
題
を
扱
い
な
が
ら
、
主
と
し
て
聖
王
の
典
制
に
抵
触

す
る
か
ど
う
か
と
い
う
角
度
か
ら
論
じ
て
い
る
た
め
、
「
聖
人
」
の
み

が
使
わ
れ
て
い
る
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

、
「
至
人
」
の
思
想
背
景
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
、
駒
山
康
の
思
想
に
お
い
て
「
聖
人
」
と
異
な
る
表
現
で

あ
り
な
が
ら
、
同
じ
意
味
を
表
す
「
至
人
」
と
は
如
何
な
る
思
想
的

背
景
を
持
つ
言
葉
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
、
特
に
明
確
な
言
及
は
な
い
。

そ
も
そ
も
「
至
人
」
と
い
う
言
葉
は
儒
家
側
の
経
典
に
は
見
ら
れ
ず
、

『
老
子
」
に
も
見
ら
れ
な
い
。
乙
の
言
葉
は
『
荘
子
』
中
に
二
十
カ
所

ほ
ど
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
駒
山
康
が
言
う
「
至
人
」
を
直
ち
に
『
荘

子
』
に
見
え
る
「
至
人
」
と
同
一
で
あ
る
と
断
定
す
る
の
が
一
般
的

の
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
哲
康
伝
』
に
、
彼
は
「
家
は
世
よ
儒

学
に
し
」
「
長
じ
て
老
荘
の
業
を
好
む
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
か
ら
す
る

と
、
確
か
に
、
儒
家
か
ら
道
家
へ
の
変
化
と
読
め
な
い
こ
と
は
な
い

が
、
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
、
若
い
頃
、
儒
学
を
受
け
て
そ
れ
に
よ
っ

て
も
の
の
考
え
の
枠
が
で
き
あ
が
っ
た
上
で
道
家
を
取
り
入
れ
た
、

と
読
ん
で
理
解
し
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
成
人
し
て

か
ら
の
脅
康
の
学
問
は
儒
学
を
基
礎
と
し
つ
つ
も
老
荘
を
重
視
す
る

と
い
う
も
の
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
、
彼
の
言
う
「
至
人
」

と
は
単
に
『
荘
子
』
に
よ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ

の
点
を
改
め
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
、
『
荘

子
』
に
見
ら
れ
る
「
至
人
」
を
現
在
の
『
悲
子
』
の
編
目
順
に
一
通

り
検
討
す
る
。

『
荘
子
』
内
篇
に
は
、
四
カ
所
に
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
「
油
田
遥
遊
篇
」
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若
夫
乗
天
地
之
正
而
御
六
気
之
弁
、
以
遊
無
窮
者
、
彼
且
悪
乎

待
哉
、
故
田
、
至
人
無
己
、
神
人
無
功
、
聖
人
無
名
。

で
は
、
「
至
人
」
は
私
心
を
持
た
ず
、
「
神
人
」
は
功
績
を
残
さ
ず
、
「
聖

人
」
は
名
を
知
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
「
斉
物
論
篇
」
に
、

至
人
神
失
、
大
沢
焚
而
不
能
熱
、
河
漢
涯
市
不
能
寒
、
疾
雷
破

山
瓢
風
振
海
而
不
能
驚
、
若
然
者
、
乗
雲
気
騎
日
月
、
而
遊
乎

四
海
之
外
、
死
生
無
変
於
己
、
而
況
利
害
之
端
乎
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
至
人
」
の
感
覚
は
外
界
に
支
配
さ
れ
ず
、
死
生
す

ら
も
越
え
て
お
り
、
当
然
事
物
に
も
動
揺
さ
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
「
人

1
閑
世
篇
」
の

日
古
之
至
人
、
先
存
諸
己
而
後
存
諸
人
。

川
で
は
、
「
至
人
」
は
ま
ず
内
に
求
め
て
か
ら
、
後
に
他
人
に
及
ぽ
す
と

目
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
徳
充
符
篇
」
に
、

J

孔
子
日
、
弟
子
勉
之
、
夫
無
祉
冗
者
也
、
猶
務
学
以
復
補
前
行

丞
之
悪
、
而
況
全
徳
之
人
乎
。
無
祉
語
老
聴
回
、
孔
丘
之
於
至
人
、

る
其
未
邪
、
彼
何
賓
賓
以
学
子
為
、
彼
且
斬
以
叡
読
幻
怪
之
名
問
、

制
不
知
至
人
之
以
是
為
己
径
措
邪
。
老
腸
目
、
胡
不
直
使
彼
以
死

混
生
為
一
条
、
以
可
不
可
為
一
賞
者
、
解
其
姪
橋
、
其
可
乎
。
無

駒
山
祉
目
、
天
刑
之
、
安
可
解
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
至
人
」
は
名
声
を
手
か
せ
足
か
せ
と
考
え
る
。
こ

l

の
径
件
帽
を
解
か
せ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
相
対
的
価
値
観
を
な
く
し
、
一

切
を
平
等
視
す
べ
き
で
あ
る
。
「
至
人
」
は
一
切
を
斉
同
視
し
、
外
側

の
名
声
に
囚
わ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
「
徳
充
符

篇
」
に哀

公
目
、
何
謂
才
全
。
仲
尼
目
、
死
生
存
亡
、
窮
遼
貧
富
、
賢

与
不
肖
、
段
誉
飢
渇
索
、
暑
、
是
事
之
変
、
命
之
行
也
、
日
夜
相

代
乎
前
、
而
知
不
能
規
乎
其
始
者
也
、
故
不
足
以
滑
和
、
不
可

入
於
霊
府
、
使
之
和
予
、
通
而
不
失
於
党
、
使
日
夜
元
都
市
与

物
為
春
、
是
接
而
生
時
於
心
者
也
、
是
之
謂
才
全
。
・
:
哀
公
異

目
、
以
告
関
子
日
、
始
也
、
吾
以
南
面
市
君
天
下
、
執
民
之
紀

而
憂
其
死
、
吾
自
以
為
至
適
由
民
、
今
吾
間
至
人
之
言
、
恐
吾
無

其
実
、
軽
用
吾
身
而
亡
吾
園
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
至
人
」
は
「
才
全
」
と
言
わ
れ
、
死
生
存
亡
、
賢

愚
、
飢
え
と
渇
き
な
ど
の
変
化
を
心
に
止
め
て
悩
み
と
せ
ず
、
そ
れ

ら
の
変
化
と
調
和
し
な
が
ら
、
悦
び
を
持
ち
続
け
、
い
つ
で
も
万
物

と
と
も
に
春
の
和
や
か
さ
で
生
き
て
い
く
。
つ
ま
り
、
自
分
の
内
面

を
保
っ
た
ま
ま
欠
け
る
と
こ
ろ
の
な
い
人
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
応
帝
王
篤
」
に
、

元
為
名
戸
、
元
為
謀
府
、
元
為
事
任
、
元
為
知
主
、
体
尽
元
窮
、

市
遊
元
朕
、
尽
其
所
受
乎
天
、
市
元
見
J

得
、
亦
虚
而
己
、
至
人

之
用
心
若
鏡
、
不
将
不
迎
、
応
而
不
蔵
、
故
能
勝
物
而
不
傷
。

と
見
え
る
よ
う
に
、
「
至
人
」
の
心
は
、
外
物
に
援
す
る
際
、
外
物
そ

れ
ぞ
れ
に
対
応
し
な
が
ら
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
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か
か
る
用
例
の
少
な
い
内
篇
に
対
し
て
、
外
篇
に
は
大
量
に
見
ら

れ
る
。
ま
ず
、
「
天
道
篇
」
に

夫
道
於
大
不
終
、
於
小
不
造
、
故
万
物
備
、
広
広
乎
其
元
不
容

也
、
淵
淵
乎
其
不
可
測
也
、
形
徳
仁
義
、
神
之
末
也
、
非
至
人

執
能
定
之
、
夫
至
人
有
世
、
不
亦
大
乎
、
而
不
足
以
為
之
累
、
天

下
奮
様
、
而
不
与
之
借
、
審
乎
元
仮
、
而
不
与
物
遷
、
極
物
之

真
、
能
守
其
本
、
故
外
天
地
、
遺
万
物
、
市
神
未
嘗
有
所
困
也
、

通
乎
道
、
合
乎
徳
、
退
仁
義
、
賓
礼
楽
、
至
人
之
心
有
所
定
突
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
至
人
」
は
刑
罰
や
仁
義
な
ど
道
の
末
節
の
本
末
を

定
め
、
「
世
を
有
」
め
る
の
に
、
大
地
を
外
と
し
、
万
物
を
忘
れ
、
道

に
通
じ
、
徳
に
合
い
、
仁
義
を
棄
て
て
自
己
の
心
を
安
ん
じ
さ
せ
話
。

次
に
、
「
天
運
篇
」
に

古
之
至
人
、
仮
道
於
仁
、
託
宿
於
義
、
以
遊
遺
遥
之
虚
、
食
於

有
簡
之
回
、
立
於
不
貸
之
園
、
治
遥
元
為
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
至
人
」
は
仁
義
を
借
り
物
と
し
、
自
由
な
境
地
に

よ
り
無
為
だ
と
い
う
。

一
方
、
外
篇
最
後
の
四
篇
に
こ
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
「
達

生
篇
」
に
は
、

至
人
潜
行
不
室
、
踏
火
不
熱
、
行
乎
万
物
之
上
而
不
傑
、
請
問

何
以
至
於
此
、
関
罪
目
、
是
純
気
之
守
也
、
非
知
巧
果
敢
之
列
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
至
人
」
の
感
覚
が
外
界
に
支
配
さ
れ
な
い
の
は
、

体
内
に
純
気
が
あ
る
た
め
で
あ
り
、
こ
ざ
か
し
い
智
恵
に
よ
る
も
の

で
は
な
い
。
同
篇
の
う
ち
、
ま
た

子
独
不
問
夫
至
人
之
自
行
邪
、
忘
其
肝
胆
、
遺
其
耳
目
、
芭
然

訪
復
乎
塵
垢
之
外
、
治
遥
乎
元
事
之
業
、
是
謂
為
而
不
侍
、
長

而
不
宰
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
至
人
」
は
自
分
の
肉
体
の
と
と
を
忘
れ
、
抽
担
遥
無

為
し
、
「
為
す
も
侍
ま
ず
、
長
ず
る
も
宰
ら
ず
」
と
さ
れ
て
い
る
。
次

に
、
「
山
木
篇
」
の

自
伐
者
無
功
、
功
成
者
堕
、
名
成
者
筋
、
執
能
去
功
与
名
而
還

与
衆
人
、
道
流
而
不
明
居
、
得
行
而
不
名
処
、
純
純
常
常
、
乃

比
於
狂
、
削
迩
指
勢
、
不
為
功
名
、
是
故
無
責
於
人
、
人
亦
無

黄
葉
、
至
人
不
問
。

で
は
、
「
至
人
」
に
は
名
声
と
い
う
も
の
な
く
、
他
者
を
責
め
る
と
と

も
、
自
分
が
責
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
因
子

方
篤
」
で
は
次
の
三
カ
所
に
現
れ
る
。

孔
子
回
、
諸
問
遊
是
。
老
冊
目
、
夫
得
是
、
至
美
至
楽
也
、
得

至
美
而
遊
乎
至
楽
、
謂
之
至
人
。
孔
子
目
、
願
聞
其
方
。
目
、
草

食
之
獣
、
不
疾
易
薮
、
水
生
之
虫
、
不
疾
易
水
、
行
小
変
、
而

不
失
其
大
常
也
、
喜
怒
哀
楽
、
不
入
於
胸
次
、
夫
天
下
也
者
、
万

物
之
所
一
也
、
得
其
所
一
而
同
溝
、
則
四
支
百
体
、
将
為
鹿
垢
、

而
死
生
終
始
、
将
為
昼
夜
、
而
莫
之
能
滑
、
而
況
得
喪
禍
福
之

所
介
乎
。

で
は
、
「
至
人
」
は
万
物
と
一
体
と
な
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ



な
い
と
さ
れ
て
お
り
、

無
為
而
才
自
然
奏
、
至
人
之
於
徳
也
、
不
修
而
物
不
能
離
薦
、
若

天
之
自
高
、
地
之
自
厚
、
日
月
之
自
明
、
夫
何
修
駕
。

で
は
、
「
至
人
」
の
徳
は
わ
ざ
わ
ざ
修
得
し
た
も
の
で
は
な
く
、
周
り

が
自
然
に
引
か
れ
て
く
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
お
り
、

夫
至
人
者
、
上
関
青
天
、
下
潜
黄
泉
、
揮
斥
八
極
、
神
気
不
変
。

で
は
、
「
至
人
」
は
自
由
に
去
来
し
、
外
界
に
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
な

い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
知
北
遊
篇
」
で
は
、

天
地
有
大
美
而
不
言
、
四
時
有
明
法
而
不
議
、
万
物
有
成
理
市

不
説
、
聖
人
者
原
天
地
之
美
、
而
逮
万
物
之
理
、
是
故
至
人
元

1

為
、
大
聖
不
作
、
観
於
天
地
之
謂
也
。

口
と
あ
る
よ
う
に
、
「
至
人
」
は
自
然
の
働
き
に
基
づ
い
て
万
物
の
理
に

町
通
達
す
る
。
こ
こ
で
、
「
至
人
」
は
「
聖
人
」
と
同
一
の
も
の
と
捉
え

間
ら
れ
て
い
る
。

」
雑
篇
で
は
、
ま
ず
、
「
庚
桑
楚
篇
」
に

臥
吾
聞
至
人
戸
居
環
堵
之
室
、
市
百
姓
猫
狂
、
不
知
所
如
往
。

る
と
あ
り
、
「
至
人
」
が
小
さ
い
部
屋
で
動
か
ず
居
る
だ
け
で
、
人
々
は

附
そ
の
恵
み
を
受
げ
ら
れ
る
。
同
篇
の

に
一
夫
至
人
者
、
相
与
交
食
乎
地
、
而
交
楽
乎
天
、
不
以
人
物
利
害

郵
相
雄
、
不
相
与
為
怪
、
不
相
与
為
謀
、
不
相
与
為
事
、
備
然
而

往
、
伺
然
而
来
、
是
謂
衛
生
之
経
己
。

で
は
、
「
至
人
」
は
人
々
と
一
緒
に
大
地
か
ら
食
べ
物
を
取
り
、
天
か
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ら
楽
し
み
を
迎
え
、
利
害
関
係
に
支
配
さ
れ
ず
、
謀
略
な
ど
に
預
か

ら
ず
、
自
由
に
去
来
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
「
外
物
篇
」
で
は
、

至
人
不
留
行
駕
、
夫
尊
古
市
卑
今
、
学
者
之
流
也
、

E
以
締
章

氏
之
流
観
今
之
世
、
夫
執
能
不
波
、
唯
至
人
乃
能
遊
於
世
而
不

僻
、
順
人
市
不
失
己
、
彼
教
不
学
、
承
意
不
彼
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
至
人
」
は
世
の
変
化
に
と
ら
わ
れ
ず
、
世
俗
の
人

に
順
応
し
な
が
ら
も
、
自
分
を
失
う
こ
と
も
な
く
、
世
俗
と
対
立
す

る
乙
と
も
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
漁
父
篇
」
の

彼
非
至
人
、
不
能
下
人
、
下
人
不
精
、
不
得
其
真
、
故
長
傷
身
。

で
は
、
「
至
人
」
で
な
い
と
、
人
に
対
し
て
ま
こ
と
の
卑
下
な
態
度
に

な
れ
な
い
。
人
に
対
す
る
卑
下
な
態
度
は
真
心
か
ら
で
な
い
と
、
逆

に
己
の
身
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
。
「
列
禦
冠
篇
」
の

彼
至
人
者
、
帰
精
神
乎
元
始
、
而
甘
際
乎
元
何
有
之
郷
、
水
流

乎
元
形
、
発
池
乎
太
清
。

で
は
、
「
至
人
」
は
水
が
大
清
に
回
帰
す
る
よ
う
に
、
そ
の
精
神
を
究

極
な
源
に
回
帰
さ
せ
、
無
物
も
存
在
し
な
い
場
所
に
棲
む
と
さ
れ
て

い
る
。
最
後
の
「
天
下
篇
」
に
は

不
離
於
宗
、
謂
之
天
人
。
不
離
於
精
、
謂
之
神
人
。
不
離
於
真
、

謂
之
至
人
。
以
天
為
宗
、
以
徳
為
本
、
以
道
為
門
、
兆
於
変
化
、

謂
之
聖
人
。
以
仁
為
恩
、
以
義
為
理
、
以
礼
為
行
、
以
楽
為
和
、

紫
然
慈
仁
、
謂
之
君
子
、
以
法
為
分
、
以
名
為
表
、
以
参
為
験
、

以
稽
為
決
、
其
数
一
二
三
四
是
也
、
百
官
以
此
相
歯
、
以
事
為
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常
、
以
衣
食
為
主
、
蕃
息
畜
蔵
為
意
、
老
弱
孤
寡
、
皆
有
以
養
、

民
之
理
也
。

と
あ
り
、
「
天
人
」
は
世
界
の
根
源
を
離
れ
な
い
、
「
神
人
」
は
自
然

の
作
用
を
離
れ
な
い
、
「
至
人
」
は
物
事
の
本
来
の
真
実
を
離
れ
な
い
、

「
聖
人
」
は
、
天
を
宗
と
し
、
徳
を
本
と
し
、
真
実
の
道
を
入
り
口
と

し
て
現
象
に
囚
わ
れ
な
い
と
さ
れ
る
。

以
上
の
諸
例
か
ら
す
る
と
、
『
荘
子
』
に
お
け
る
「
至
人
」
は
次
の

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
多
く
の
場
合
、
主
体
性
を
持
ち
、
万

物
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
し
な
が
ら
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
無
論
名
教

世
界
に
も
制
限
さ
れ
な
い
、
凡
そ
政
治
と
無
関
係
な
人
で
あ
る
。
と

は
言
え
、
例
外
も
二
つ
あ
る
。
「
天
道
篇
」
で
は
、
「
至
人
」
の
治
世

は
仁
義
や
礼
楽
を
排
除
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
、
「
庚
桑
楚
篇
」
で
は
、

自
然
に
人
々
を
感
化
す
る
と
さ
れ
、
政
治
的
色
彩
を
伴
っ
て
描
か
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
聖
人
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
三
カ
所
の
中
ニ

カ
所
で
、
「
聖
人
」
と
「
至
人
」
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
「
迫
遥
遊
篇
」

で
は
、
両
者
を
「
至
人
無
己
」
「
聖
人
無
名
」
と
さ
れ
、
「
天
下
篇
」
で

は
、
「
至
人
」
は
「
真
を
離
れ
ず
」
、
「
聖
人
」
は
真
実
の
道
を
入
り
口

と
し
て
現
象
に
囚
わ
れ
な
い
人
物
と
さ
れ
て
い
る
。
両
者
を
同
一
視

す
る
の
は
僅
か
に
「
知
北
遊
篇
」
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
両
者

と
も
無
為
で
あ
り
、
自
然
を
模
範
と
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
至

人
」
が
如
何
な
る
人
物
で
あ
る
の
か
が
具
体
的
に
指
示
さ
れ
て
い
な

い
点
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

郡
山
康
の
言
一
う
「
至
人
」
と
『
荘
子
』
の
そ
れ
と
を
比
べ
て
見
る
と
、

愁
康
の
言
う
「
至
人
」
は
『
荘
子
』
に
見
え
る
「
至
人
」
と
名
称
は

同
じ
で
も
、
そ
の
内
容
に
は
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
哲
康
の
場
合
、
「
至

人
」
は
聖
人
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
至
人
」
と
聖
人

と
を
同
一
視
す
る
捉
え
方
は
、
「
荘
子
』
に
は
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は

な
い
が
、
そ
れ
は
「
知
北
遊
篇
」
だ
け
で
あ
る
。
肝
心
な
の
は
智
康

の
「
至
人
」
は
楽
を
作
っ
た
乙
と
と
関
わ
る
の
に
対
し
て
、
『
荘
子
』

の
「
至
人
」
は
政
治
と
は
関
わ
っ
て
も
礼
楽
を
退
け
る
存
在
だ
と
い

う
乙
と
で
あ
る
。
「
至
人
」
に
し
ろ
、
聖
人
に
し
ろ
、
そ
も
そ
も
抽
出
康

宣
言
う
、
生
命
を
保
持
す
る
た
め
に
、
窮
理
尽
性
に
よ
る
輔
養
の
理

を
実
践
す
る
理
想
的
人
物
は
「
荘
子
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は

前
述
し
た
よ
う
に
『
尚
喜
』
や
『
易
』
伝
に
見
え
る
「
聖
人
」
に
通

じ
る
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
駒
山
康
に
お
け
る
「
至

人
」
は
『
荘
子
』
に
見
え
る
「
至
人
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
儒
家

の
「
聖
人
」
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
ま

た
、
「
至
人
」
と
聖
人
が
表
現
を
異
に
し
な
が
ら
も
実
は
同
じ
人
格
で

あ
る
と
す
る
考
え
方
は
、
明
ら
か
に
長
篇
た
る
『
荘
子
』
の
「
知
北

遊
篤
」
の
一
部
を
材
料
に
、
自
分
の
考
え
を
大
い
に
展
開
さ
せ
た
、
替

康
に
特
徴
的
な
見
解
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
か
ら
智
康
の
『
荘
子
』
を

受
容
し
た
様
相
が
知
ら
れ
る
だ
ろ
う
。



お
わ
り
に

替
康
の
文
章
の
中
で
「
至
人
」
、
「
聖
人
」
の
両
者
は
、
概
念
は
同

じ
だ
が
使
用
場
面
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
称
謂
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る
。
そ
こ
に
登
場
す
る
理
想
的
人
物
は
、
志
の
違
い
で
そ
れ
ぞ
れ
山

林
で
隠
遁
生
活
を
送
り
、
ま
た
朝
廷
の
政
治
に
臨
む
が
、
と
も
に
無

私
な
心
と
完
全
な
る
倫
理
的
資
質
を
具
有
し
た
主
体
性
を
持
っ
た
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
の
、
彼
が
理
想
と
し
た
人
物
を
、
先

に
は
名
教
と
調
和
し
、
後
に
は
神
仙
の
ご
と
く
、
政
治
と
全
く
無
関

係
な
も
の
と
す
る
見
解
や
、
ま
た
一
切
を
超
越
し
た
永
遠
の
生
の
具

日
現
者
で
あ
る
神
仙
の
類
と
す
る
指
摘
は
妥
当
で
は
な
い
。
脅
康
の
「
至

日
人
」
は
『
尚
書
』
や
『
易
』
伝
、
老
荘
に
よ
る
ほ
か
、
さ
ら
に
、
彼

吋
自
身
の
特
別
な
強
調
面
も
含
め
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

口
こ
う
し
た
至
人
像
の
構
築
は
恐
ら
く
『
ト
疑
」
に
見
い
だ
せ
る
よ
う

J

に
、
現
実
に
不
平
不
満
を
抱
き
、
真
の
自
我
の
理
想
像
を
問
い
詰
め

互
た
と
こ
ろ
で
、
現
実
の
あ
ら
ゆ
る
環
境
に
対
応
し
な
が
ら
も
、
な
お

「る
真
の
自
我
を
発
揮
で
き
る
自
分
を
求
め
よ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
る
の

耐
で
あ
ろ
う
。

況
検
討
の
結
果
か
ら
す
る
と
、
哲
康
の
作
品
中
、
現
実
に
お
け
る
、
後

的
退
し
虚
偽
化
さ
れ
た
名
教
世
界
や
そ
れ
を
自
覚
せ
ず
に
い
る
知
識
人

へ
の
批
判
が
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
批
判
言
論
の
背
後
に
は
整
然

と
し
た
真
の
名
教
や
政
治
の
実
現
に
向
け
た
自
然
思
想
が
横
た
わ
っ
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て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
泊
。
名
教
の
実
現
を
中
核
と
し
た
一
貫

し
た
秩
序
観
や
儒
家
的
要
素
が
強
く
見
ら
れ
る
理
想
的
人
物
像
か
ら

す
る
と
、
こ
の
自
然
思
想
の
性
格
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
儒

道
折
衷
の
道
家
思
想
が
政
治
へ
の
不
平
不
満
の
た
め
、
突
然
儒
家
の

名
教
と
決
別
し
、
本
来
の
道
家
思
想
に
後
退
し
た
と
い
う
も
の
で
は

な
い
。
そ
れ
は
も
と
も
と
儒
道
両
方
に
見
ら
れ
る
自
然
思
想
が
結
合

し
た
産
物
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
様
々
な
場
面
で
展
開
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
道
家
の
独
占
で
は
な
い
、
『
易
」
と

も
深
く
関
わ
る
自
然
思
想
の
全
貌
に
つ
い
て
は
次
回
の
考
察
に
談
る

こ
と
と
し
た
い
。

主
(1)

拙
稿
「
院
籍
に
お
け
る
「
大
人
」
に
つ
い
て
」

四

二

0
0
0年
)
を
参
照
。

(2)

拙
稿
「
智
康
に
お
げ
る
政
治
思
想
ー
そ
の
儒
家
意
識
と
道
家
意
識

」
(
『
文
化
』
六
二
|
三
・
四
一
九
九
九
年
)
を
参
照
。
乙
の
論

で
は
、
無
私
な
る
心
を
持
つ
「
至
人
」
と
「
聖
人
」
一
カ
所
ず
つ
に
つ

い
て
言
及
し
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
像
や
両
者
の
関
係
に

つ
い
て
は
検
討
し
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
改
め
て
「
至
人
」
を
問
題

に
し
、
ま
ず
「
至
人
」
と
「
聖
人
」
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
、
両

者
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
「
至
人
」
の
特
色
に
つ
い
て
ま
と

め
る
。
行
論
の
都
合
上
、
以
下
、
前
稿
で
検
討
し
た
資
料
と
一
部
重
な

る
と
と
に
な
る
が
、
作
品
中
に
見
え
る
「
聖
人
」
を
一
通
り
検
討
す
る

(
『
文
化
』
六
四
三
・
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こ
と
と
す
る
。

(3)

余
敦
康
氏
「
院
籍
、
哲
康
玄
学
思
想
的
演
変
」
「
文
史
哲
一
九
八
七

=
こ
一
九
八
七
年
(
後
に
「
院
籍
、
制
山
康
的
自
然
論
」
と
し
て
任
継

愈
氏
主
編
『
中
国
哲
学
発
展
史
」
説
晋
南
北
朝
巻
に
所
収
、
人
民
出
版

社
一
九
八
八
年
)
の
説
。
氏
は
「
一
、
院
籍
、
脅
康
玄
学
思
想
的
演
変
」

で
哲
康
に
お
け
る
前
期
の
思
想
を
、
「
訓
山
康
在
《
答
難
養
生
論
》
中
描

絵
了
一
個
把
名
教
与
自
然
完
美
地
結
合
在
一
起
的
。
至
人
作
的
典
範
」

(
『
中
国
哲
学
発
展
史
』
一
五
五
頁
)
と
言
い
な
が
ら
、
ま
た
「
二
、
自

我
意
識
与
精
神
境
界
」
で
替
康
に
お
け
る
後
期
の
思
想
を
、
「
在
《
答

難
養
生
論
》
中
，
駒
山
康
対
他
所
傾
慕
的
精
神
境
界
曾
作
了
一
番
描
述

(
中
略
)
智
康
所
傾
恭
的
這
麓
精
神
境
界
与
院
籍
対
。
大
人
先
生
。

的
傾
慕
差
不
多
，
実
際
上
不
過
是
脱
離
了
現
実
生
活
的
彼
岸
世
界
。
」

(
『
中
国
哲
学
発
展
史
』
一
七
七
一
七
八
頁
)
と
言
う
。
氏
は
同
一
資

料
の
『
答
難
養
生
論
』
か
ら
駒
山
康
の
前
後
期
の
思
想
を
説
明
し
て
お

り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
矛
盾
で
あ
る
。
ま
た
、
強
康
の
思
想
を
前
後
期

に
分
け
て
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
朝
山
康
の
作
品
の
成
立
時

期
を
確
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
う
。
と
こ
ろ
が
、
現
存
駒
山
康
の
作

品
中
、
年
代
を
正
確
に
比
定
で
き
る
の
は
、
僅
か
景
元
二
年
(
二
六
二

年
二
ニ
十
八
才
時
の
作
で
あ
る
「
与
山
巨
源
絶
交
番
」
と
、
入
獄
後
、

景
元
四
年
(
二
六
三
年
)
四
十
歳
時
の
作
で
あ
る
「
幽
憤
詩
」
、
「
家
誠
」

だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
以
上
の
推
定
を
行
っ
た
も
の
(
例
え
ば
侯
外
脇
氏

「
駒
山
康
著
述
考
弁
」
「
中
国
思
想
通
史
」
三
人
民
出
版
社
一
九
五
七
年

及
び
、
荘
万
寿
氏
の
『
郡
山
康
研
究
及
年
譜
』
学
生
害
局
一
九
九

O
年
)

も
あ
る
が
、
し
か
し
、
い
ず
れ
も
状
況
判
断
に
よ
る
も
の
に
過
ぎ
な

い
。
そ
も
そ
も
強
康
の
思
想
に
前
後
期
の
区
別
が
あ
る
と
す
る
説
は

ど
れ
ほ
ど
根
拠
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
自
体
に
す
で
に
大
き
な

問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
上
か
ら
、
筆
者
は
敢
え
て
各
作
品
の
著

作
時
期
を
問
題
に
し
な
い
。
行
論
の
便
宜
上
、
ひ
と
ま
ず
従
来
の
指
摘

を
意
識
し
つ
つ
も
、
彼
の
生
涯
を
通
じ
る
統
一
的
見
解
を
見
出
し
た

い
と
考
え
る
。

(
4
)

福
永
光
司
氏
「
替
康
に
お
け
る
自
我
の
問
題
l
智
康
の
生
活
と
思

想
ー
」
(
『
東
方
学
報
』
京
都
一
九
六
二
年
)
の
説
。
氏
は
三
三
三
四

頁
で
「
こ
こ
に
は
智
康
の
倫
理
思
想
に
お
け
る
こ
つ
の
重
要
な
傾
向

性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
例
外
的
な
存
在
で
あ
り
、
万
人
が

後
天
的
な
努
力
に
よ
っ
て
到
達
し
う
る
者
で
は
な
い
と
い
う
思
想
、

他
の
一
つ
は
人
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
資
質
は
自
然
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
人
聞
に
と
っ
て
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。

前
者
は
彼
の
宗
教
思
想
に
お
け
る
神
仙
自
然
説
と
関
連
し
、
後
者
は

彼
に
お
け
る
自
我
と
個
性
の
積
極
的
な
肯
定
と
関
連
す
る
」
と
言
い
、

ま
た
三
七
頁
で
「
明
胆
論
」
に
お
い
て
「
至
人
が
「
特
に
(
自
然
の
気

の
)
純
美
を
錘
め
、
皐
く
備
わ
ら
ざ
る
は
な
き
」
完
全
な
倫
理
的
資
質

を
も
っ
人
格
で
あ
る
よ
う
に
、
神
仙
も
ま
た
「
特
に
異
気
を
受
け
た
」

永
遠
の
生
の
具
現
者
な
の
で
あ
る
。
」
と
言
い
、
駒
山
康
が
養
生
を
通
し

て
神
仙
と
い
う
「
至
人
」
へ
向
け
て
永
遠
の
生
を
求
め
よ
う
と
し
た
と

す
る
。

(5)

注

(
2
)
の
論
文
を
参
照
。

(6)

副
首
康
の
文
章
の
引
用
は
主
に
蛾
明
揚
『
智
康
集
校
注
』
(
人
民
文
学

出
版
社
一
九
六
二
年
)
に
よ
り
、
ま
た
魯
迅
手
紗
『
愁
康
集
」
(
中

華
書
局
一
九
七
四
年
)
を
参
照
し
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
に
よ
り
字
句

を
改
め
た
部
分
が
あ
る
が
一
々
注
記
し
な
い
。



(
7
)

こ
の
推
測
は
注

(
3
)
の
侯
氏
と
荘
氏
の
研
究
に
見
ら
れ
る
。
両
氏

と
も
甘
露
元
年
高
貴
郷
公
が
太
学
で
管
禁
事
件
を
め
ぐ
っ
て
諸
儒
と

問
答
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
管
禁
論
」
を
甘
露
元
年
の
作
品
と
す
る
。

が
、
い
ず
れ
も
状
況
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

(
8
)

『
荘
子
」
天
道
舗
は
従
来
、
儒
家
思
想
と
道
家
思
想
と
を
折
衷
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
諸
説
の
詳
細
は
注

(
2
)
の

論
文
の
注
(
叩
)
を
参
照
せ
よ
)
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は

天
道
筋
全
般
に
つ
い
て
の
こ
と
で
は
な
く
、
天
道
篇
前
半
、
す
な
わ
ち

篇
の
初
め
か
ら
尭
舜
対
話
ま
で
だ
と
思
わ
れ
る
。
発
舜
対
話
以
降
、
す

な
わ
ち
孔
子
老
聴
対
話
よ
り
篇
末
ま
で
は
、
聖
人
や
仁
義
が
マ
イ
ナ

ス
的
な
意
味
と
し
て
登
場
し
、
前
半
の
そ
れ
と
や
や
趣
を
異
に
し
て

い
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
し
た
「
至
人
」
に
関
わ
る
文
意
は
、

簡
ま
さ
に
そ
の
後
半
に
該
当
す
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

て

(9)

同
じ
く
『
荘
子
』
の
影
響
を
受
け
た
同
時
代
の
院
籍
を
例
と
し
て
見

い
よ
う
。
「
至
人
」
と
「
聖
人
」
を
近
い
方
向
で
捉
え
る
見
方
は
、
院
籍

円
に
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
「
大
人
先
生
伝
」
を
見
れ
ば
、
「
至

J

人
」
と
「
大
人
」
を
同
一
視
し
て
い
る
。
「
至
人
」
を
め
ぐ
っ
て
の
哲

臥
康
と
院
籍
の
考
え
は
対
照
的
で
あ
る
。

「
(
叩
)
当
時
の
知
識
人
に
お
け
る
学
問
の
在
り
方
に
対
し
て
堕
落
的
態
度

坊
を
批
判
し
た
『
難
自
然
好
学
論
」
で
は
、
か
つ
て
君
匡
関
係
が
自
然
に

市
維
持
さ
れ
て
い
た
至
徳
の
世
が
言
わ
れ
、
「
太
師
餓
』
で
は
、
大
道
が

劇
「
沈
檎
」
す
る
以
前
の
、
「
君
は
自
然
を
道
と
す
る
」
理
想
の
世
が
言
わ

哲
れ
、
ま
た
『
管
察
論
』
で
は
、
「
教
に
服
し
て
義
に
殉
じ
、
忠
誠
自
然
」

と
い
う
管
察
に
対
す
る
正
し
い
評
価
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ

も
、
強
康
が
現
実
の
名
教
の
在
り
方
を
批
判
す
る
背
後
に
は
、
真
の
名
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教
の
実
現
に
向
け
た
自
然
思
想
が
僕
た
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

場。。




